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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状

拡充提案・関連
提案に係る規制
の特例措置の

番号・名称

求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見 「措置の分類」の見直し 「措置の内容」の見直し 各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名
提案事項
管理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・
関係府省庁

0620010 平和巡礼特区

出入国管理及び難民認
定法第６条
外務省設置法第４条第１
３号

６１の国・地域の外国人が，在留資
格「短期滞在」に該当する活動を
行う場合，査証を免除している。

外国人が平和について学ぶ、あるいは認識を
深めることを目的とするような観光目的で我が
国へ入国する場合には、９０日以内の「短期滞
在」という在留資格が認められ、査証が必要な
場合には、在留資格が認められたことに伴い、
通常５業務日程度で発給されるところ、『広島
平和巡礼』 という特別な在留資格（在留期間は
平和巡礼修了まで）を規定し、その際、査証は
免除とする。

提案理由：
広島を名実共に世界の平和の聖地とするための 『平和巡礼都市 HIROSHIMA ブランドの確
立』 を図る目的で、地球人類の来広を促進させるために独自の法整備を必要とする。目指す
姿は、ヒロシマ発の国、民族、宗教を超えた真の平和体験空間。
「広島再生」には内需中心の経済活性化策が必須であり、雇用創出の観点からも、魅力溢れ
る広島観光まちづくりの機運を高め、一大土木観光事業 『未来の世界遺産 “バウムクーヘン
の街　HIROSHIMA” 』 推進の契機としたい。
　
予防措置：
懸念される、我が国の安全・安心を脅かす外国人、テロリストや犯罪者などの入国者に対して
は厳格な対応を行う必要がある。
その対策として 『広島　平和巡礼』 では
　① 「平和巡礼区域」を指定する
　② 予め、その旅程を事前申告する
　③ ＧＰＳ等の最新技術の導入により平和巡礼者の現在位置を常時把握する
など、事実上厳重なる安全管理下での「平和体験学習」を基本とする。
そして、仮にテロリストが入国した場合であっても、テロを放棄するぐらいの内容の「平和体験
学習」でなければならないと考える。

C Ⅳ
外国人の入国後その滞在地域を限定することは困難と考えられるため，特定の地域を訪問
する者を対象として査証を免除することは困難である。

右提案主体からの意見に対して回答された
い。

ご回答は、一方的な物言いに見受けられます。「平和巡礼」とは、
単なる「観光目的」「平和体験学習」ではなく、ヒロシマの風化を防
ぐためのシステムであり、「平和巡礼」において国・民族・宗教を超
えての真の平和対話をHIROSHIMAにおいて日常化していこうとい
う地球規模の世界平和会議の会場です。その会場を「平和巡礼区
域」と指定する提案に対して、一方的に “困難と考えられる” とされ
るのはいかがなものでしょうか・・・

C Ⅳ

査証の目的は，入国管理上問題のないと見られる外国人を受け入
れる一方，我が国の利害を害する行為を行うおそれのある外国人
の入国を排除することにある。また，我が国は６１か国・地域に対し
て「短期滞在」のための査証を免除しており，我が国に入国する外
国人の約８割は査証なしで入国している。外国人の入国後その滞
在地域を「平和巡礼区域」に限定することは困難と考えられるた
め，「平和巡礼特区」参加者を対象として査証を免除することは困
難である。
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ワールド・ピース・ヒロ
シマ

広島県
法務省
外務省

0620020 医療ビザの創設

出入国管理及び難民認
定法第６条
外務省設置法第４条第１
３号

外国人が，医療機関受診のため９
０日を超えない期間滞在しようとす
る場合には，「短期滞在」査証を発
給している。

外国人患者が、日本国内の高度先端的な医療
機関を受診する場合、検査から治療、回復に至
るまで十分滞在できる査証（医療ビザ）を創設
し、迅速に発給できるようにする。

　現行の出入国管理及び難民認定法では、外国人患者が日本の医療機関で受診する場合、
短期滞在ビザを申請し、９０日間の在留が可能だが、病状によっては、その期間内に十分な
治療が行えないケースもある。
　高度医療を必要とする外国人のニーズに応えるため、外国人患者が日本国内の高度先端
的な医療機関等を受診する場合、検査から治療、回復に至るまで十分滞在できる査証（医療
ビザ）を創設し、迅速に発給できるようにする必要がある。

（対象となる医療機関）
一定の条件を満たすとして国の認定を受けた医療機関
（認定の条件例）
①　内視鏡手術や粒子線治療などの先端医療を実施していること
②　医療通訳などの外国人受け入れ体制が整っていること

D Ⅳ
医療機関受診のために「短期滞在」査証を申請する場合，申請に必要な書類を明確化する
ことにより，外国人の査証取得の便宜を図ることとする。

「規制・制度改革に係る対処方針」（平成22年
６月18日閣議決定）及び「新成長戦略」（同年
６月18日閣議決定）を踏まえ、「いわゆる『医
療滞在ビザ』」に関する査証の取扱を明確化
する時期及び方向性について言及した上で、
右提案主体からの意見に対して回答された
い。

関係団体より、「人道的見地から、外国人患者が日本国内の医療
機関等を受診する場合、検査から治療、回復に至るまで滞在でき
る査証（医療滞在ビザ）を創設し、迅速に発給できるようにする必
要がある。この場合、①営利を目的とせず、外国人患者に対し保
険診療に準じた自費診療基準を有する、②患者を受け入れた医療
機関の地域住民への医療提供体制に支障を来さぬよう、国として
配慮・支援を行う、③医療通訳等の外国人受入体制が整ってい
る、④国は、外国人患者の受入医療機関に対し定期的に監査を行
い、これらに問題がある場合は是正を指導するとともに、監査結果
を公表することが必要。」との意見が出ており、制度検討に当たり
配慮願いたい。

D Ⅳ

「規制・制度改革に係る対処方針」（平成22年６月18日閣議決定）
及び「新成長戦略」（同年６月18日閣議決定）を踏まえ，平成２２年
度中に，いわゆる「医療滞在ビザ」の発給を開始する。なお，医療
機関に対する支援や指導については，関係省庁が行うものと考え
るが，外務省としては，医療機関が外国人を受け入れるのに差し
支えないか否かという観点からも，査証審査を行ってまいりたい。
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兵庫県 兵庫県
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0620030
沖縄県において、中国からの団
体旅行客に対する観光促進事
業

出入国管理及び難民認
定法第６条
外務省設置法第４条第１
３号

６１の国・地域の外国人が，在留資
格「短期滞在」に該当する活動を
行う場合，査証を免除している。

中国人の団体観光客が、沖縄県へ観光目的の
ため直行便で入帰国する際に限り、無査証（ビ
ザなし）入国を認める

隣国・韓国・チェジュ島では、特別自治制度の中の無査証入国を認めた（一定の条件がある
が）ことで、観光地チェジュの名前が世界に広がり、大変魅力的な地域と変わった。
日本でも中国からの観光客受入基準緩和が行われ、官公庁や大企業の幹部で年収６万元
（約８０万円）以上か、クレジットカードのゴールドカードを持っていれば査証を発給（１人が条
件を満たせばその家族も発給を受けられる）する新制度によって、観光産業が発展する期待
が高まっているが、沖縄県においてはチェジュ島とおなじ「島」の特色を活かしてさらに無査証
入国を認める規制緩和を行うことで、観光客の誘致を広げ、基地の町からの脱皮、観光産業
による地域再生につながる効果を作る。
一方、特例の適用にあたっての治安の問題、失踪などが懸念される中、①団体観光の斡旋
業者登録　②旅程の明確な管理　等の弊害発生防止の措置をつくり、対応するものとしたい。

C Ⅳ
外国人の入国後その滞在地域を限定することは困難と考えられるため，特定の地域を訪問
する者を対象として査証を免除することは困難である。

右提案主体からの意見に対して回答された
い。

沖縄県は、観光業のさらなる発展を掲げ、2007年にビジット沖縄を
立案した。ビジット沖縄の目標達成には、外国人観光客、特に経済
成長が著しい、中国からの集客が重要となる。沖縄は島嶼県であ
り、移動手段は飛行機、または船舶の利用が必須となることから、
特に団体観光客の管理については、他の都道府県に比べて容易
であると考えられる。そこでノービザではなく、団体観光客向けに限
り沖縄限定の短期観光査証を新設し、簡素化しての発給を提案す
る。簡素化にあたり、年間所得等の要件は現行の通りとし、即日発
給等、期間短縮を第一目標とする。また、オーストラリアのETAS同
様、インターネットを利用した電子入国許可制度も検討する。

C Ⅳ

外国人の入国後その滞在地域を沖縄に限定することは困難と考え
られるため，沖縄を訪問する中国人観光客のみを対象とした査証
を発給することは困難である。なお，中国人団体観光客について
は，現行においても，渡航経費支弁能力が確認できれば査証を発
給している。また，査証は，問題がなければ，申請から５労働日以
内に発給しており，これは，中国人観光客も同様である。
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沖縄県 外務省


